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問
題
の
所
在

　
先
に
筆
者
は
、
蘇
献
・
轍
兄
弟
の
取
勝
地
を
検
討
し
、
そ
れ
が
本
貫
取
解
の

原
則
に
反
し
て
、
三
州
で
は
な
く
都
の
開
封
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
併
せ
て
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蘇
父
子
が
そ
う
し
た
行
動
を
取
っ
た
背
景
を
考
え
て
み
た
。
そ
の
際
、
開
封
取

解
を
可
能
に
し
た
要
因
と
し
て
解
方
平
の
支
援
を
推
測
し
、
そ
の
傍
証
史
料
の

一
つ
に
か
れ
の
文
安
先
生
（
蘇
洵
）
墓
表
の
一
部
を
利
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
墓
表
に
つ
い
て
は
由
来
偽
作
だ
と
の
主
張
が
あ
り
、
近
年
、
宮
崎
市
定
氏

も
こ
の
偽
作
説
を
支
持
す
る
論
考
を
発
表
さ
れ
て
い
鷲
小
論
は
・
萎
先
生

墓
表
偽
作
説
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
固
よ
り
、
あ
る
文
献
史
料
の
真
偽

を
論
ず
る
場
合
、
偽
書
で
あ
る
こ
と
は
証
明
で
き
て
も
逆
に
そ
れ
が
真
だ
と
の

証
明
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
偽
作
説
の
論
拠
を
検

討
し
、
も
し
そ
の
論
拠
が
薄
弱
で
あ
れ
ば
、
換
言
す
る
な
ら
偽
作
の
決
定
的
証

拠
に
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
当
時
、
張
方
平
に
蘇
洵
の
墓
表
を
執
筆
す
る
ど

の
よ
う
な
必
然
性
が
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
張
方
平
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論

　
本
論
に
入
る
前
に
、
偽
作
説
の
要
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
実
は
、
墓
表
偽

作
説
は
そ
れ
を
主
題
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
王
安
石
の
姦
邪
を
予
言
し

た
文
と
し
て
名
高
い
蘇
洵
の
弁
姦
論
を
後
人
の
贋
作
と
す
る
議
論
の
中
で
唱
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
弁
無
論
は
文
安
先
生
墓
表
の
中
で
初
め
て
紹

介
さ
れ
、
こ
の
墓
表
と
と
も
に
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
の
筆
記
類
、
朱
墨
の
名
臣

言
行
録
に
引
用
さ
れ
る
が
、
初
期
の
洵
の
文
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
弁

姦
論
が
墓
表
と
切
り
離
し
本
文
の
み
単
独
で
引
か
れ
る
の
は
、
南
宋
淳
煕
年
間
、

呂
祖
謙
編
纂
の
皇
朝
文
七
を
最
初
と
し
、
明
以
降
の
唐
二
八
家
母
に
収
録
さ
れ

る
に
至
っ
て
遠
一
本
で
も
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
・
た
と
い
犯
弁
至
論

が
世
に
現
れ
る
こ
う
し
た
経
緯
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
早
牛
論
の
内
容
上
の
疑

問
か
ら
そ
れ
が
偽
作
だ
と
断
定
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
蘇
魚
心
時
、
既
に
欧
陽

修
・
曽
輩
が
墓
誌
・
墓
表
を
書
い
て
い
る
の
で
、
洵
の
た
め
に
新
た
な
墓
表
は

必
要
な
い
と
い
う
理
由
で
、
弾
丸
平
文
安
先
生
墓
表
も
偽
作
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
蘇
献
は
、
父
の
墓
表
執
筆
に
対
し
て
丸
鞘
平
に
礼
状
を
書
い
て
い

る
。
当
然
、
こ
の
事
書
も
偽
作
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
早
耳
の
弁
姦
論
が
偽
作

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
最
初
に
紹
介
し
た
張
方
響
の
墓
表
も
、
蘇
軟
の
双
書
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七



偽
作
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
行
論
は
、
些
か

武
断
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
宮
崎
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
弁
姦
論
の

本
文
の
中
に
は
一
言
も
王
安
石
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
。
文
中
の
姦
人
が
王

安
石
を
指
し
、
早
く
か
ら
安
石
の
姦
を
見
抜
い
て
い
た
蘇
洵
は
、
安
石
の
母
の

死
に
際
し
多
く
の
士
大
夫
が
弔
問
に
出
か
け
る
中
、
独
り
往
か
ず
に
そ
の
文
を

作
っ
た
と
い
う
前
後
の
事
情
を
含
め
、
張
五
平
の
解
説
な
し
に
弁
姦
論
と
安
石

を
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
弁
言

論
の
真
偽
を
論
ず
る
に
は
、
先
ず
こ
の
墓
表
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
弁
各
論
を
偽
作
と
論
ず
る
こ
と
に
急
な
あ
ま
り
、

そ
の
議
論
は
殆
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
弁
姦
論
、
墓
表
、
早
書
の
三
点
を
最
初
に
偽
書
と
論
断
し
た
の
は
、
康
煕
の

進
士
、
乾
穿
初
に
戸
部
侍
郎
に
至
っ
た
李
絨
で
あ
り
、
そ
の
見
解
を
継
承
し
更

に
関
連
資
料
を
博
捜
し
て
、
偽
作
説
の
立
場
か
ら
論
評
を
加
え
た
の
が
察
上
里

で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
王
安
石
の
故
郷
、
撫
州
の
人
で
、
郷
土
の
三
八
で
あ
る

安
石
の
冤
を
雪
ぐ
こ
と
に
努
力
し
た
入
物
で
あ
る
。
特
に
察
上
騰
は
、
嘉
慶
九

年
に
畢
生
の
大
作
『
王
荊
公
年
譜
野
毛
』
を
著
し
、
そ
の
巻
斗
で
偽
作
説
を
詳

し
く
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
論
点
は
ほ
ぼ
こ
こ
に
尽
く
さ
れ
て

い
る
と
い
・
て
よ
寵
そ
の
後
言
啓
超
の
王
座
公
・
最
近
で
は
郡
広
銘
の
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「
王
安
石
』
が
こ
れ
に
従
っ
て
郡
伯
温
に
よ
る
偽
作
説
を
支
持
し
、
先
掲
宮
崎

論
文
も
李
・
察
の
議
論
を
追
認
さ
れ
た
上
で
独
自
の
見
解
を
提
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
今
、
李
・
票
両
氏
の
偽
作
説
を
み
る
と
、
そ
の
論
拠
は
大
略
二
つ
に
分
類
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
八

き
る
。
一
つ
は
、
禁
男
論
の
文
章
・
内
容
を
問
題
に
す
る
も
の
で
、
警
の
不
適

切
、
典
拠
の
誤
り
、
事
実
と
の
相
違
、
論
旨
不
明
、
文
に
品
格
が
な
い
な
ど
の

指
摘
で
あ
る
。
確
か
に
、
姦
人
（
安
石
V
を
晋
の
温
々
と
唐
の
盧
杞
を
一
人
に

し
た
よ
う
な
人
物
だ
と
し
た
り
、
春
秋
時
代
、
我
が
子
を
殺
し
て
君
に
食
ら
わ

し
た
易
牙
、
三
宮
し
た
竪
弓
、
親
を
棄
て
た
開
方
と
比
較
す
る
な
ど
些
か
妥
当

性
を
欠
く
記
述
が
あ
り
、
他
の
指
摘
に
も
最
も
だ
と
思
わ
れ
る
点
が
多
い
。
し

か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
弁
姦
智
の
中
に
王
安
石
の
名
は
一
度
も
表
れ
ず
、

姦
人
が
安
石
を
指
す
と
し
た
の
は
張
方
平
の
墓
表
で
あ
る
。
蘇
洵
の
安
石
に
対

す
る
考
え
は
、
こ
の
文
に
関
す
る
限
り
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
李
・
察
両

氏
は
、
墓
表
と
論
の
区
別
を
十
分
せ
ず
姦
人
即
安
石
と
の
前
提
で
議
論
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
．
る
。
更
に
気
に
な
る
こ
と
は
、
弁
三
論
、
墓
表
、
謝
書
が
、

そ
れ
ぞ
れ
文
名
高
く
傑
出
し
た
才
能
を
も
つ
蘇
洵
、
張
方
平
、
蘇
献
の
文
章
と

し
て
内
容
、
表
現
法
と
も
に
全
く
相
応
し
く
な
い
か
ら
、
後
人
の
贋
作
で
あ
る

と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
後
世
に
形
成
さ
れ
た
か
れ
ら
の
人
物
像

を
基
準
と
し
た
判
断
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
正
し
い
の
だ
が
、
で
は
逆
に
、

そ
れ
ら
を
真
作
と
し
て
か
れ
ら
の
人
物
像
の
方
を
修
正
す
る
余
地
は
全
く
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
二
は
、
弁
姦
論
の
予
言
的
性
格
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
予
言
で
あ
る
か

ら
当
然
な
の
だ
が
、
蘇
洵
没
後
の
出
来
事
で
洵
の
知
り
得
ぬ
事
実
が
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
後
人
の
偽
作
の
証
拠
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
が
弁
姦
論
本
文
の
記
述
か
、
墓
表
に
あ
る
の
か
を
区
別
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。
二
二
の
主
張
を
適
宜
要
約
し
て
示
す
と
、
例
え
ば
本
文
に
「
好



名
の
士
、
志
を
得
ざ
る
の
人
」
を
集
め
、
論
考
、
孟
輌
の
再
来
と
な
す
、
と
あ

る
箇
所
に
つ
い
て
、
本
文
が
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
嘉
祐
八
年
に
安
石
の
周
り
に

こ
う
し
た
人
物
は
見
当
た
ら
ず
、
呂
恵
卿
が
該
当
す
る
に
し
て
も
か
れ
が
安
石

に
接
近
す
る
の
は
洵
の
没
後
で
あ
る
か
ら
知
り
得
な
い
と
批
判
す
る
類
で
あ
る
。

無
論
、
呂
恵
卿
云
々
は
李
・
察
両
氏
の
解
釈
で
あ
っ
て
弁
理
論
に
は
な
い
。
墓

表
に
つ
い
て
は
も
っ
と
明
確
に
事
実
の
誤
り
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
嘉
祐

の
初
め
、
王
安
石
、
名
始
め
て
盛
ん
に
し
て
、
党
友
一
時
を
傾
く
。
其
の
相
を

命
ず
る
制
に
曰
く
、
生
民
以
来
数
人
の
み
、
と
。
…
」
の
記
述
は
誤
り
も
甚
だ

し
く
、
嘉
祐
の
初
め
安
石
は
ま
だ
顕
官
で
は
な
く
、
党
友
も
稀
で
あ
っ
た
。
安

石
が
宰
相
に
な
る
の
は
、
煕
寧
三
年
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
治
平
三
年
に
没

し
た
洵
の
墓
表
に
命
相
の
制
が
出
て
く
る
の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
文
に

つ
い
て
は
、
類
推
し
て
導
き
出
さ
れ
た
事
象
へ
の
反
論
、
墓
表
に
対
し
て
は
記
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述
の
明
ら
か
な
時
間
的
矛
盾
を
衝
く
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
、
一
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
李
・
察
両
氏
に
は
、
墓
表
が

蘇
洵
没
後
間
も
な
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
先
入
主
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
鷲
智
得
な
い
こ
と
を
書
く
と
い
う
第
二
の

批
判
は
、
こ
の
前
提
が
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
。
蘇
洵
没
後
程
な
く
し
て
墓
表

は
書
か
れ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
墓
表
の
中
に
は
、
三
、
四
年
後
の
こ

と
ま
で
が
書
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
墓
表
は
後
世
の
偽
作
で
あ
る
、
と
い

う
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
元
祐
年
間
以
降
の
郡
斗
星
偽
作
説
へ
と
繋
っ
て
い

く
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
念
の
た
め
事
項
の
流
れ
を
整
理
し

て
お
く
と
、
墓
表
が
言
う
安
石
の
母
の
死
に
際
し
て
早
生
論
が
書
か
れ
た
年
は
、

　
　
　
　
　
張
再
三
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論

嘉
祐
八
年
二
〇
六
三
）
八
月
、
こ
の
年
の
三
月
、
仁
宗
が
崩
じ
英
宗
が
即
位

し
て
い
る
。
治
平
三
年
（
一
〇
六
六
）
四
月
、
蘇
洵
が
没
し
、
六
月
、
官
舟
を

賜
っ
た
拭
・
轍
兄
弟
は
、
父
の
枢
を
護
っ
て
眉
州
に
帰
る
。
翌
治
平
四
年
二

〇
六
七
）
八
月
、
洵
は
眉
州
彰
山
県
安
鎮
郷
可
富
里
に
葬
ら
れ
た
。
こ
の
年
の

一
月
に
は
英
宗
が
崩
じ
神
宗
が
即
位
し
て
い
る
。
翌
年
、
煕
寧
と
改
元
さ
れ
、

喪
が
あ
け
た
兄
弟
は
そ
の
冬
に
眉
州
を
発
ち
、
二
年
二
〇
六
九
）
春
、
開
封

に
戻
っ
た
。
一
方
、
安
石
は
こ
の
年
二
月
に
参
着
政
事
と
な
っ
て
新
法
改
革
を

推
進
し
、
翌
三
年
（
一
〇
七
〇
）
十
二
月
、
同
中
書
門
下
平
章
事
を
拝
命
、
煕

寧
七
年
（
一
〇
七
四
）
四
月
ま
で
在
任
、
一
旦
知
江
寧
府
に
転
出
し
た
後
、
翌

八
年
二
月
に
は
宰
相
に
復
帰
し
、
九
年
十
月
ま
で
在
職
し
た
。

　
墓
表
に
は
、
治
平
四
年
八
月
に
定
め
ら
れ
た
津
津
悪
果
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、

「
先
生
既
に
没
し
て
三
年
、
而
し
て
安
石
車
を
用
い
、
其
の
言
、
乃
ち
信
ぜ
ら

る
」
な
ど
の
句
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
普
通
で
あ
れ
ば
墓
表
は
洵
の
没
直
後
で

は
な
く
、
暫
く
経
っ
て
か
ら
の
執
筆
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
張
土
平

の
卒
年
は
元
祐
六
年
二
〇
九
＝
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
可
能
性
と
し
て
は

執
筆
の
下
限
を
こ
の
時
点
に
ま
で
下
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期

に
よ
っ
て
は
、
安
石
の
事
跡
は
過
去
に
起
こ
っ
た
出
来
事
、
す
な
わ
ち
結
果
論

と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
な
り
、
墓
表
に
関
す
る
限
り
予
言
的
要
素
は
全
く
な
く

な
る
。
李
・
票
両
氏
が
こ
う
し
た
可
能
性
を
検
討
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
偏
に

第
一
の
批
判
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
弁
姦
論
は
と
も

か
く
、
墓
表
を
偽
作
と
す
る
決
定
的
論
拠
と
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
も
し
墓
表

が
張
方
平
の
手
に
な
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
何
時
頃
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九



い
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
墓
表
執
筆
の
時
期

　
手
掛
か
り
は
、
ま
ず
蘇
拭
の
礼
状
に
付
け
ら
れ
た
表
題
に
あ
る
。
李
．
票
両

氏
は
こ
の
遭
逢
も
偽
作
だ
と
言
う
の
だ
が
、
「
鼻
溝
集
』
二
九
に
収
め
ら
れ
た

書
簡
は
、
謝
張
太
保
刃
先
人
選
賜
書
と
題
さ
れ
、
賦
は
太
径
の
肩
書
き
の
あ
る

張
方
平
に
書
を
送
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
巻
二
九
に
は
、
上
韓
丞
相
論
災
傷

手
実
書
を
始
め
と
し
て
十
通
の
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
題
に
官
職
が
記
さ

れ
る
場
合
は
、
書
簡
が
認
め
ら
れ
た
時
点
で
の
相
手
の
地
位
、
官
職
を
書
い
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
韓
丞
相
と
は
韓
緯
の
こ
と
で
、
書
簡
は
そ
の
内

容
か
ら
煕
寧
七
年
十
一
月
末
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
、
緯
が
安
石
の
江
寧
府
転

出
後
、
高
明
七
年
四
月
か
ら
八
年
八
月
ま
で
丞
相
の
任
に
在
っ
た
事
実
に
対
応

し
て
い
る
。
ま
た
文
彦
博
宛
が
三
通
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
上
文
侍
中
論
強
盗
賞
銭

書
、
上
文
侍
中
論
権
塩
蒸
、
志
州
上
文
潴
公
書
（
「
経
昇
平
坂
文
集
事
略
』
に

は
黄
州
な
し
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
先
の
二
通
は
、
韓
緯
宛
と
同
じ
く
較
が
知

密
州
で
あ
っ
た
と
き
の
も
の
で
、
文
彦
博
は
、
煕
寧
七
年
四
月
に
河
東
節
度
使

守
司
徒
兼
侍
中
の
肩
書
き
で
判
大
名
府
に
就
任
し
て
い
る
（
長
編
二
五
二
）
か

ら
、
や
は
り
書
簡
の
執
筆
時
と
題
の
官
職
は
一
致
す
る
。
残
り
の
一
通
は
、
黄

州
の
地
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
戟
の
配
所
か
ら
の
書
簡
で
あ
り
、
文
中
に
あ

る
宛
名
の
留
守
太
尉
は
、
元
豊
三
年
に
文
彦
博
が
太
尉
を
拝
し
判
河
南
府
と
な

っ
た
こ
と
と
合
う
が
、
題
で
は
単
に
潴
公
と
称
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

然
、
で
は
書
簡
の
題
は
誰
が
付
け
た
の
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
る
。
A
，
、
そ
の

解
答
を
用
意
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
弟
轍
の
撰
し
た
較
の
墓
誌
銘
に
は
、
著
作

と
し
て
東
披
集
四
十
巻
、
後
集
二
十
巻
、
奏
議
十
五
巻
、
内
制
十
巻
、
二
子
三

巻
を
挙
げ
、
ま
た
献
の
生
前
、
既
に
幾
つ
か
の
詩
文
集
が
門
人
た
ち
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
出
版
さ
れ
、
ひ
ろ
く
世
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
南
宋
孝
宗
朝
刊
と
推
定
さ

れ
る
現
存
最
古
の
刊
本
『
東
灘
集
』
に
は
、
勿
論
こ
の
卜
書
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
刊
本
が
、
轍
の
墓
誌
銘
に
い
う
東
披
集
を
祖
本
と
す
る
蓋
然
性
は
高

く
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
謝
書
が
偽
書
で
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
低
く
な
り
、

題
も
献
本
人
か
編
集
者
、
少
な
く
と
も
献
と
同
時
代
人
が
付
け
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
と
す
れ
ば
、
墓
表
は
張
方
平
が
清
見
で
あ
っ
た
と
き
の
執
筆
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
張
方
平
に
太
保
の
肩
書
き
が
付
く
時
期
を
、
長
編
及
び
「
楽
全
先
生
文
集
』

で
検
索
し
て
み
る
と
、
該
当
す
る
期
間
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
楽
全
集
二
九
、

辞
免
宣
徽
使
筍
子
に
み
え
る
民
主
北
町
使
検
校
太
保
管
応
天
府
の
官
街
を
帯
び

た
時
期
で
、
こ
の
息
子
に
は
煕
寧
七
年
十
二
月
の
年
月
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。

「
宋
史
』
職
官
九
断
乳
近
畿
検
校
官
に
、
「
初
め
て
宣
徽
、
節
度
に
除
せ
ば
太
保

を
加
う
」
と
あ
る
規
定
に
従
っ
て
検
校
太
保
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

箭
子
は
、
長
編
二
五
八
煕
寧
七
年
十
二
月
丁
卯
（
四
日
）
に
「
観
文
殿
学
士
戸

部
尚
書
虚
語
天
府
実
方
平
を
宣
徽
北
院
使
響
応
天
府
と
為
す
。
方
量
辞
し
て
曰

く
云
々
」
と
あ
る
条
に
対
応
し
、
以
降
の
長
編
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
一
旦
は
筍

子
で
請
う
た
辞
退
が
認
め
ら
れ
知
青
書
に
任
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
結
局
、
青
州

に
は
赴
か
ず
、
翌
八
年
正
月
二
十
二
日
、
宣
徽
登
院
使
の
官
を
受
け
（
長
編
二



五
九
煕
寧
八
年
正
月
乙
卯
の
条
割
注
）
、
十
月
巌
冬
に
は
宣
徽
南
二
三
に
遷
っ

て
い
る
（
長
編
こ
六
九
）
。
検
校
平
出
の
加
官
を
何
時
ま
で
有
し
た
か
、
明
記

す
る
史
料
は
乏
し
い
が
、
長
編
二
九
九
元
豊
二
年
七
月
甲
戌
の
条
及
び
楽
全
集

二
九
致
仕
告
詞
に
、
宣
徽
南
名
士
光
禄
大
夫
検
校
太
傅
張
方
平
を
宣
徽
皇
院
使

検
校
太
傅
太
子
少
師
致
仕
と
す
る
と
あ
り
、
元
豊
二
年
の
致
仕
以
前
の
あ
る
時

点
で
検
校
太
保
か
ら
検
校
太
傅
に
遷
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

は
山
掛
八
年
正
月
に
検
校
太
保
の
加
官
を
得
て
か
ら
検
校
太
傅
に
遷
る
ま
で
の

　
　
　
　
（
9
）

期
間
と
な
る
。
第
二
は
、
長
編
四
六
八
元
祐
六
年
十
二
月
地
黒
朔
の
条
に
「
太

子
太
保
致
仕
張
方
平
卒
す
」
と
あ
る
太
子
太
保
の
官
を
有
し
て
い
た
時
期
で
あ

る
。
長
編
四
六
一
元
祐
六
年
七
月
乙
丑
の
条
、
方
平
が
宣
徽
院
使
を
帯
び
て
致

仕
す
る
こ
と
の
是
非
を
議
論
す
る
記
事
の
中
で
、
劉
摯
は
「
方
平
、
旧
嘗
っ
て

宣
二
院
使
為
り
。
官
制
、
宣
徽
院
を
罷
め
、
後
、
草
恩
に
因
り
て
太
子
太
保
に

転
じ
、
宣
徽
院
使
を
落
と
す
。
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
元
豊
の
官

制
改
革
に
よ
っ
て
宣
戦
院
が
廃
さ
れ
た
後
も
、
現
任
の
早
生
は
残
さ
れ
て
い
た
。

元
豊
六
年
以
降
は
方
平
の
み
宣
徽
使
の
官
を
領
し
て
い
た
が
、
哲
宗
の
即
位
の

恩
で
太
子
少
師
致
仕
か
ら
太
子
太
保
致
仕
に
転
じ
た
際
、
宣
徽
使
の
官
が
削
ら

れ
た
。
し
か
し
元
祐
三
年
、
宣
徽
使
が
復
置
さ
れ
た
こ
と
に
従
い
方
平
に
再
び

宣
徽
南
院
使
が
加
え
ら
れ
た
、
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
の
議
論
で
あ
る
。
こ
の

経
緯
は
、
拭
の
張
文
定
公
墓
誌
銘
の
記
述
と
も
一
致
し
、
方
平
の
太
子
太
保
は
、

元
豊
八
年
三
月
即
位
の
哲
宗
登
極
随
時
か
ら
元
中
六
年
十
二
月
の
死
去
ま
で
と

な
る
。

　
で
は
、
張
太
保
と
い
う
呼
称
は
ど
ち
ら
の
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
蘇
轍

　
　
　
　
　
張
方
平
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論

『
樂
城
後
集
』
二
〇
の
直
方
平
を
祭
る
文
に
は
、
祭
酒
宮
保
文
、
再
祭
二
宮
保

文
と
の
題
が
付
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
太
子
太
保
の
略
称
は
、
応
保
に
な
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
張
太
保
を
最
初
の
検
校
苧
環
の
時
期
、
煕

寧
八
年
正
月
以
降
と
理
解
し
て
お
く
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
煕
寧
八
年
二
月
、

宰
相
に
復
帰
し
た
慰
安
石
は
、
翌
九
年
十
月
、
再
び
宰
相
を
辞
し
て
江
寧
府
で

の
実
質
的
な
引
退
生
活
に
入
っ
て
い
る
。
新
法
時
代
は
依
然
続
い
て
い
る
と
は

言
え
、
も
し
こ
の
辺
り
に
墓
表
が
書
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
表
中
の
安
石
個

人
の
事
跡
は
全
て
既
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
国
光
既
知
の
事
柄
で
あ
っ
た
。

三
　
貴
家
の
事
情

　
蘇
洵
没
後
十
年
程
の
歳
月
を
経
た
こ
の
時
期
、
拭
・
轍
兄
弟
に
は
父
の
墓
表

を
新
た
に
依
頼
す
る
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
以

前
曽
輩
が
、
墓
表
に
類
す
る
文
を
既
に
書
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

　
『
東
披
全
集
』
六
一
に
、
元
豊
元
年
の
注
記
を
も
つ
祭
老
込
焚
槍
幟
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
文
は
、
通
行
の
賃
量
七
集
に
入
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、

文
安
先
生
墓
表
を
考
え
る
と
き
甚
だ
興
味
の
あ
る
内
容
で
あ
る
。
短
い
の
で
、

全
文
を
引
い
て
お
く
。

　
　
勝
者
、
土
平
七
年
、
十
年
、
上
再
び
南
郊
に
事
う
る
有
り
。
告
成
の
慶
、

　
　
幽
顕
に
草
及
す
。
我
が
先
君
中
越
、
太
常
博
士
を
贈
ら
れ
、
都
官
員
外
郎

　
　
を
累
贈
さ
る
。
軟
・
轍
当
に
兆
域
に
奔
走
し
、
以
っ
て
天
子
の
命
を
致
す

　
　
べ
き
も
、
王
事
に
程
有
れ
ば
、
敢
え
て
私
を
言
わ
ず
。
謹
み
て
人
を
遣
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］
四
一



　
　
し
告
黄
二
軸
を
賓
え
、
中
外
の
親
を
集
め
、
日
を
撰
び
て
焚
納
す
。
西
の

　
　
か
た
望
め
ば
隙
涕
の
至
る
な
り
。

要
約
す
る
ま
で
も
な
く
、
調
膳
七
年
と
十
年
の
十
一
月
冬
至
に
行
わ
れ
た
南
鮮

祀
の
推
恩
が
死
者
に
ま
で
及
び
、
蘇
洵
の
官
が
太
常
博
士
、
都
官
員
外
郎
に
進

め
ら
れ
た
こ
と
に
関
す
る
文
で
あ
る
。
黄
紙
で
作
っ
た
告
身
を
墓
前
で
焼
き
、

死
者
に
報
告
す
る
儀
礼
を
下
馬
と
い
う
。
在
職
の
身
の
兄
弟
は
、
罷
む
を
得
ず

代
理
を
眉
州
に
送
っ
て
祭
り
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
洵
没
時
に
与
え
ら
れ
た
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

位
は
従
八
品
の
光
禄
寺
丞
で
あ
っ
た
。
こ
の
祭
文
か
ら
、
そ
の
後
正
八
品
の
太

子
中
景
が
贈
ら
れ
、
煕
寧
七
年
に
従
七
品
の
太
常
博
士
、
十
年
に
正
七
品
の
都

官
員
外
郎
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
徳

　
こ
こ
で
、
再
び
前
節
に
引
い
た
戟
の
謝
書
の
題
に
注
意
し
た
い
。
謝
志
太
保

撰
先
人
墓
砥
書
と
は
、
北
方
平
が
父
洵
の
墓
砥
を
撰
し
た
こ
と
へ
の
礼
状
の
意

で
あ
り
、
隅
は
碑
と
同
じ
く
死
者
の
生
前
の
徳
功
、
行
状
を
讃
え
て
山
道
に
立

て
る
石
碑
で
あ
る
が
、
墓
碑
と
は
制
度
上
明
確
な
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
違
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

は
、
石
の
形
状
の
差
異
と
立
石
の
資
格
で
あ
り
幾
つ
か
の
史
料
に
見
え
る
が
、

こ
こ
で
は
同
時
代
の
乱
書
で
あ
る
司
馬
光
『
書
儀
』
に
よ
っ
て
考
え
る
。
司
馬

光
は
、
当
時
、
社
会
で
行
わ
れ
て
い
た
冠
婚
葬
祭
の
慣
習
を
批
判
し
、
在
る
べ

き
礼
式
を
提
示
す
る
た
め
に
こ
の
書
を
著
し
た
。
そ
の
巻
七
言
儀
三
三
聖
の
項

で
は
、
墓
碑
の
歴
史
的
由
来
と
問
題
点
を
述
べ
な
が
ら
、
世
間
が
好
む
高
二
大

碑
は
盗
掘
の
目
印
を
提
供
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
戒
め
つ
つ
、
喪
葬
令
の
記
述

を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
喪
葬
令
、
ノ
品
は
墳
の
高
さ
一
蓋
八
尺
。
毎
品
二
尺
を
減
ず
。
六
品
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

　
　
は
八
尺
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
又
、
五
品
以
上
は
碑
を
立
て
、
蠕
首
亀
跣
、

　
　
跣
上
の
高
さ
九
尺
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
七
品
以
上
は
褐
を
立
て
、
落
首
方

　
　
朕
、
岩
上
の
高
さ
四
尺
。
其
の
石
獣
、
三
品
以
上
は
六
、
五
品
以
上
は
四
。

『
慶
元
条
法
事
前
』
七
七
服
制
門
の
儀
制
令
や
服
制
式
に
も
同
様
の
規
定
が
み

ら
れ
る
が
、
た
だ
官
品
に
よ
る
碑
褐
の
区
別
を
、
六
品
以
上
が
碑
、
八
品
以
上

を
砥
と
一
品
ず
つ
下
げ
て
い
る
。
蘇
洵
の
墓
禍
に
関
し
て
は
、
直
黒
を
継
承
し

た
と
思
わ
れ
る
『
書
儀
』
の
規
定
が
、
時
期
的
に
も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
そ
の
没
時
光
禄
寺
丞
で
あ
っ
た
洵
に
は
、
墓
硯
を
立
て
る
資
格
が
制

　
　
　
　
　
（
1
3
）

度
上
な
か
っ
た
。
老
蘇
先
生
哀
詞
を
書
い
た
曽
輩
が
、
そ
の
中
で
「
既
に
欧
陽

公
に
請
う
て
其
の
銘
を
為
り
、
又
余
に
請
う
て
辞
を
為
り
、
以
っ
て
之
れ
を
平

す
。
銘
は
将
に
之
れ
を
墳
中
に
納
れ
、
而
し
て
辞
は
将
に
回
れ
を
家
上
に
刻

む
」
と
述
べ
、
こ
の
哀
艶
が
内
容
的
に
も
形
態
上
も
築
島
の
銘
文
に
等
し
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
哀
詞
に
留
ま
っ
た
理
由
は
、
こ
の
規
定
の
故
と
思
わ
れ
る
。
先

述
し
た
李
・
察
両
氏
の
、
曽
輩
に
よ
る
墓
表
が
既
に
あ
る
の
に
何
故
新
た
な
墓

表
を
必
要
と
す
る
の
か
と
の
批
判
は
、
墓
の
傍
ら
に
立
つ
と
い
う
形
態
の
上
で

は
当
た
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
財
界
で
は
な
く
哀
詞
で
あ
る
点
、
的
を
は
ず
れ

た
批
判
で
あ
っ
た
。
一
つ
付
け
加
え
る
と
、
哀
詞
序
文
で
洵
の
著
作
を
挙
げ
た

部
分
に
「
明
允
為
る
所
の
文
、
集
二
十
巻
有
り
て
世
に
行
な
わ
る
」
と
あ
る
。

生
前
に
文
集
二
〇
巻
が
編
集
印
行
さ
れ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

欧
陽
修
撰
の
墓
誌
銘
に
も
記
述
が
あ
る
。
李
・
票
両
氏
が
言
う
、
初
期
に
刊
行

さ
れ
た
十
五
巻
本
嘉
祐
集
は
、
巻
数
こ
そ
違
う
が
、
生
前
の
二
〇
巻
本
の
系
統



に
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
没
後
十
年
程
し
て
紹
介
さ
れ
た
弁

姦
論
は
、
こ
の
嘉
祐
集
に
収
録
さ
れ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
煕
二
七
・
十
年
の
牡
丹
に
よ
っ
て
七
品
官
を
得
た
地
下
の
洵
は
、
漸
く
塗
下

を
立
て
る
資
格
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。
較
・
轍
兄
弟
に
は
、
あ
ら
た
に

墓
表
を
依
頼
す
る
十
分
な
動
機
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
、
煕
寧
十
年

の
拭
・
轍
兄
弟
、
張
方
平
の
動
き
を
簡
単
に
押
さ
え
て
お
く
。
前
年
の
冬
、
密

州
を
発
ち
新
た
な
赴
任
地
河
中
府
に
向
か
っ
た
献
は
、
途
中
、
二
月
に
知
徐
州

へ
の
転
任
の
命
を
受
け
、
都
に
寄
ろ
う
と
す
る
が
、
国
門
を
入
る
許
可
が
降
り

ず
郊
外
の
萢
鎮
の
別
荘
に
滞
在
し
た
後
、
四
月
に
徐
州
に
赴
く
。
こ
の
間
百
日

余
り
を
、
弟
轍
と
土
ハ
に
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
轍
は
、
二
月
に
南
京
留
守
で
あ

っ
た
張
方
平
の
辟
召
を
受
け
て
罫
書
応
天
府
判
官
に
任
命
さ
れ
、
転
と
別
れ
た

後
、
秋
に
は
南
京
に
至
っ
て
い
る
。
一
方
、
方
平
は
五
月
に
宣
徽
南
院
早
撃
応

天
府
か
ら
東
太
＝
呂
使
と
な
っ
た
も
の
の
南
京
居
住
を
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

か
れ
ら
三
人
の
意
思
疎
通
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら

小
論
は
、
墓
表
依
頼
の
時
期
を
、
安
石
の
江
寧
府
転
出
後
、
焚
黄
の
祭
前
後
と

考
え
て
お
き
た
い
。
北
宋
末
か
ら
南
庭
初
の
素
立
得
は
、
そ
の
著
『
避
暑
録

話
』
上
の
中
で
、
蘇
洵
は
元
来
兵
を
論
ず
る
こ
と
を
好
み
、
上
京
し
て
か
ら
そ

の
議
論
は
人
々
の
持
て
離
す
所
と
な
っ
た
が
、
経
術
を
談
ず
る
王
安
石
は
独
り

喜
ば
ず
、
屡
こ
れ
を
衆
の
前
で
談
つ
た
の
で
、
洵
は
安
石
を
仇
の
よ
う
に
憎
む

よ
う
に
な
っ
た
、
と
し

　
　
た
ま
た
ま

　
　
会
、
張
安
道
も
亦
荊
公
の
排
す
る
所
と
為
る
。
二
人
、
素
よ
り
相
善
し
。

　
　
明
允
、
弁
姦
一
篇
を
作
り
密
か
に
安
道
に
献
じ
、
荊
公
を
以
っ
て
仁
術
、

　
　
　
　
　
張
方
平
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論

　
　
盧
杞
に
比
す
。
挙
れ
ど
も
以
っ
て
欧
文
忠
公
に
示
さ
ず
。
荊
公
、
後
、
微

　
　
か
に
之
れ
を
聞
き
因
り
て
楽
し
ま
ず
。
子
謄
兄
弟
、
両
家
の
隙
、
遂
に
解

　
　
く
べ
か
ら
ず
。
弁
姦
久
し
く
出
で
ず
。
元
豊
の
問
、
子
由
、
安
道
に
従
い

　
　
南
京
に
辟
さ
れ
、
明
允
の
為
に
墓
表
を
請
う
。
特
に
之
れ
を
全
塗
す
。
蘇

　
　
氏
亦
石
に
入
れ
ず
。
比
年
世
に
伝
わ
る
こ
と
少
な
し
。
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
記
し
て
い
る
。
弁
空
論
の
こ
と
は
一
先
ず
措
き
、
墓
表
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

筆
者
の
推
測
に
近
い
。
石
に
刻
ま
な
か
っ
た
理
由
は
、
元
豊
二
年
夏
に
出
来
し

た
鳥
台
詩
案
に
よ
っ
て
立
石
の
話
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
回
方
平
が
太
保
と
よ
ば
れ
た
時
期
の
下
限
に
多
少
曖
昧
な
点
が

残
る
も
の
の
、
墓
表
の
依
頼
と
執
筆
を
、
煕
寧
十
年
か
ら
元
豊
初
年
に
か
け
て

の
こ
と
と
考
え
れ
ば
、
多
く
の
疑
問
が
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
李
・
察
両
氏
の
墓
表
偽
作
説
に
は
、
も
う
一
つ
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
方

平
と
洵
で
は
官
位
の
上
下
に
甚
だ
し
い
隔
た
り
が
あ
り
、
年
齢
の
上
で
も
年
下

の
洵
に
、
下
平
は
何
故
、
文
安
先
生
と
尊
称
し
て
い
る
の
か
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
賦
・
轍
と
同
年
の
曽
輩
で
す
ら
哀
詞
の
中
で
明
允
と
呼
ん
で
お
り
、
当
時

の
社
会
常
識
か
ら
も
、
豪
直
な
方
平
の
性
格
か
ら
し
て
も
あ
り
得
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
も
執
筆
の
時
期
を
十
年
下
げ
れ
ば
、
墓
表
中
の

先
生
と
の
呼
称
は
そ
れ
程
違
和
感
が
な
く
な
る
。
更
に
『
東
天
集
』
二
四
周
全

先
生
文
集
叙
及
び
『
楽
部
先
生
文
集
』
三
四
謝
蘇
子
馬
寄
周
全
華
車
に
よ
る
と
、

方
平
の
著
作
の
編
纂
は
、
煕
寧
四
年
八
月
か
ら
六
年
十
二
月
ま
で
か
れ
が
南
京

留
司
御
史
台
の
職
に
在
っ
た
頃
に
遡
る
。
些
か
文
章
の
体
式
を
知
る
留
台
の
吏

に
、
簾
底
に
溜
っ
て
い
た
原
稿
を
分
類
編
集
さ
せ
、
書
吏
数
人
が
筆
写
し
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



応
成
書
の
形
と
し
た
が
、
自
分
で
校
閲
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
誤
り
や
脱

漏
が
大
変
多
か
っ
た
。
こ
れ
を
求
め
に
応
じ
て
蘇
拭
に
呈
す
る
と
、
戟
は
自
ら

編
纂
し
直
し
（
当
然
、
以
降
の
文
も
加
え
て
）
定
本
を
完
成
し
て
く
れ
た
の
で

印
行
す
る
、
と
方
書
は
文
集
編
纂
の
過
程
を
述
べ
る
。
軌
の
叙
文
に
「
公
、
今

年
八
十
一
」
と
あ
る
か
ら
、
元
祐
二
年
の
完
成
で
あ
る
。
こ
の
楽
全
集
の
巻
二

六
に
、
論
蘇
内
冠
と
題
し
た
一
文
が
あ
る
。
内
容
は
、
元
豊
二
年
八
月
、
御
史

台
の
獄
に
繋
が
れ
た
戟
の
為
の
切
々
た
る
弁
護
の
論
で
あ
る
。
こ
の
と
き
蘇
蜜

は
、
知
湖
州
で
あ
り
内
罪
す
な
わ
ち
翰
林
学
士
で
は
な
い
。
戟
が
そ
の
職
に
在

っ
た
の
は
、
宣
仁
太
皇
太
后
の
垂
簾
聴
政
の
下
で
の
元
祐
元
年
九
月
か
ら
、
同

四
年
三
月
知
杭
州
に
転
出
す
る
ま
で
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
の
題
は
、
先

述
の
『
東
半
可
』
の
謝
書
と
異
な
り
、
文
が
草
さ
れ
た
と
き
の
官
名
で
は
な
く
、

楽
全
集
編
纂
時
の
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
安
先
生
墓
表
と
い
う

題
も
、
洵
没
時
で
は
勿
論
な
く
、
墓
表
執
筆
時
で
も
な
く
元
祐
初
め
の
も
の
と

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
周
知
の
よ
う
に
反
胃
の
崩
御
、

宣
仁
太
后
の
王
政
は
政
権
を
め
ぐ
る
勢
力
関
係
を
激
変
さ
せ
た
。
太
后
の
強
力

な
引
き
立
て
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
戟
に
と
っ
て
必
ず
し
も
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で

は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
顕
官
に
抜
擢
さ
れ
一
方
の
党
派
の
領
袖
と
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
文
人
と
し
て
の
声
名
が
天
下
を
覆
う
戟
と
、
元
老
と
し
て

の
待
遇
は
受
け
て
い
る
が
、
眼
病
を
患
い
、
序
文
に
対
す
る
軟
へ
の
礼
状
も
自

ら
筆
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
口
述
筆
記
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
最
晩
年

の
方
今
と
で
は
、
無
名
の
青
年
を
推
挙
す
る
高
官
と
い
う
往
年
の
関
係
と
同
じ

で
は
な
い
。
況
ん
や
拭
の
手
が
入
っ
て
い
る
楽
全
集
で
あ
る
。
墓
表
原
文
と
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

全
集
に
収
め
ら
れ
た
そ
れ
が
、
全
く
同
一
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
我
々
に
は
知

る
由
も
な
い
が
、
元
祐
二
年
の
段
階
で
、
文
安
先
生
と
称
す
る
こ
と
は
ご
く
自

然
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
蘇
家
の
事
情
の
最
後
に
、
献
・
轍
兄
弟
縁
者
の
墓
誌
、
行
状
を
め
ぐ
る
問
題

を
一
つ
付
け
加
え
た
い
。
洵
没
時
に
、
兄
弟
が
欧
陽
修
に
墓
誌
を
、
曽
輩
に
事

実
上
は
墓
碑
銘
に
当
た
る
哀
詞
を
依
頼
し
た
こ
と
（
『
居
士
集
』
三
四
、
『
元
豊

類
藁
』
四
＝
は
先
に
述
べ
た
が
、
兄
弟
は
、
父
の
葬
儀
に
弔
問
の
た
め
訪
れ

た
司
馬
光
に
、
亡
母
程
氏
の
墓
誌
銘
を
頼
ん
で
い
る
（
『
温
国
文
正
公
文
集
』

七
六
）
。
突
然
の
依
頼
に
当
惑
し
た
光
は
固
辞
し
た
も
の
の
断
り
切
れ
ず
、
夫

人
の
徳
行
は
知
る
所
で
な
い
の
で
と
し
て
資
料
の
提
示
を
求
め
執
筆
し
た
の
で

あ
る
。
程
氏
は
嘉
祐
二
年
二
〇
五
七
）
四
月
の
没
、
そ
の
年
の
十
一
月
雪
家

の
墓
域
に
葬
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
夫
の
死
の
九
年
前
の
こ
と
に
な
る
。
兄
弟
が

殿
試
に
合
格
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
洵
は
末
だ
布
衣
の
身
で
あ
っ
た
。
兄

弟
は
、
良
人
の
合
葬
は
同
温
言
膿
で
亡
母
の
埋
葬
時
に
日
者
が
銘
を
作
ら
な
か

っ
た
か
ら
だ
、
と
墓
誌
銘
の
な
い
こ
と
述
べ
て
い
る
。
父
を
葬
る
に
当
た
っ
て
、

欧
陽
修
に
遜
色
の
な
い
執
筆
者
に
よ
る
墓
誌
銘
を
母
に
も
求
め
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
治
平
四
年
四
月
、
洵
の
枢
を
護
っ
て
眉
州
に
戻
っ
た
賦
は
、
亡
父
が
そ
の

父
序
の
行
状
を
未
完
の
ま
ま
残
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
で
父
の
遺
志
を

継
ぎ
、
祖
父
を
顕
彰
す
る
た
め
に
行
状
を
完
成
さ
せ
（
中
華
書
局
『
蘇
賦
文

集
』
一
六
蘇
廷
評
行
状
）
、
且
つ
そ
の
墓
誌
銘
を
曽
輩
に
依
頼
し
た
（
『
東
披

集
』
二
八
与
曽
子
証
書
）
。
翌
煕
早
早
年
春
、
蜀
か
ら
の
書
状
を
受
け
取
っ
た

輩
は
、
求
め
に
応
じ
墓
誌
銘
を
書
い
て
い
る
（
『
元
豊
類
藁
』
四
三
贈
職
方
員



外
郎
蘇
君
墓
誌
銘
）
。
更
に
こ
れ
と
前
後
し
て
、
献
は
亡
き
妻
王
氏
の
墓
誌
銘

を
も
作
っ
て
い
る
（
『
東
披
集
』
四
〇
）
。
王
氏
は
、
父
に
先
立
つ
こ
と
一
年
、

治
平
二
年
五
月
に
開
封
で
世
を
去
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
蘇
拭
は
父
の
死
と
服
喪
の
た
め
の
帰
郷
の
問
、
故
人
と
な
っ

た
家
族
の
墓
誌
銘
や
行
状
を
、
矢
継
ぎ
早
に
執
筆
或
は
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
、
家
族
の
墓
が
あ
る
眉
州
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、

戟
に
そ
う
さ
せ
た
最
も
大
き
な
動
因
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
筆
者
は
も
う
一

つ
別
の
要
因
を
想
像
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
嘉
詩
に
み
ら
れ
た
強
い
社
会
的

上
昇
志
向
を
受
け
、
蘇
家
を
士
大
夫
の
家
と
し
て
名
実
と
も
に
定
立
し
ょ
う
と

す
る
意
向
で
あ
る
。
前
稿
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
洵
が
二
十
代
も
後
半
に
な

っ
て
学
に
志
し
た
契
機
は
、
実
兄
と
義
兄
の
登
第
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ

自
身
は
応
挙
に
失
敗
し
、
妻
の
実
家
で
あ
り
娘
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
野
羊
と
の
確

執
、
特
に
義
兄
の
息
子
た
ち
と
戟
・
轍
の
受
験
競
争
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が

重
な
っ
て
、
上
京
の
道
を
選
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
兄
弟
の
科
挙
合
格
、
七
里
及

第
、
洵
の
任
官
、
更
に
は
父
子
の
文
名
の
確
立
と
、
蜀
の
一
地
方
都
市
の
士
人

か
ら
天
下
に
名
を
馳
せ
る
士
大
夫
へ
の
飛
躍
を
手
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
墓
誌

銘
、
行
状
は
、
そ
う
し
た
中
で
、
士
大
夫
の
家
に
相
応
し
い
形
式
を
整
え
る
一

環
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
延
長
上
に
文
安
先
生
墓
表
も

あ
る
と
考
え
た
い
。張

方
平
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論

四
　
張
方
平
と
王
安
石

　
前
節
ま
で
、
四
面
が
父
洵
の
墓
表
を
立
方
平
に
依
頼
し
た
こ
と
を
前
提
に
論

を
進
め
て
き
た
。
も
し
方
平
の
文
安
先
生
墓
表
執
筆
が
事
実
と
す
る
な
ら
、
王

街
．
盧
杞
や
易
牙
・
竪
弓
・
開
方
に
比
す
る
そ
の
激
し
い
王
安
石
批
判
、
と
い

う
よ
り
安
石
に
対
す
る
憎
悪
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
寛
平
に
そ
う
し
た
弁
姦

論
の
解
説
を
さ
せ
る
動
機
の
検
証
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
方
平
と
安
石
の
確
執
に
つ
い
て
比
較
的
多
く
の
記
述
を
残
し
て

い
る
『
宋
宰
輔
編
年
録
』
七
に
基
づ
い
て
両
者
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
す

蕪
治
平
四
年
九
月
童
・
張
方
平
と
葬
の
二
人
が
参
知
肇
に
任
命
さ
れ

た
記
事
に
、
方
平
の
中
央
政
界
で
の
動
き
を
中
心
と
す
る
簡
単
な
伝
記
が
付
載

さ
れ
、
そ
こ
に
安
石
と
関
わ
る
幾
つ
か
の
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
徐

自
明
撰
の
こ
の
書
は
、
南
宋
嘉
定
年
間
の
成
書
と
い
わ
れ
、
方
平
の
伝
記
部
分

も
長
編
や
東
都
事
略
、
丁
型
録
な
ど
に
依
っ
て
い
る
か
ら
、
記
事
の
内
容
を
そ

の
ま
ま
事
実
と
認
定
す
る
の
は
本
稿
の
性
質
上
些
か
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
以

下
、
編
年
望
薄
の
方
平
と
安
石
の
関
係
に
関
す
る
記
述
を
年
代
順
に
取
り
上
げ
、

そ
れ
ら
の
逸
話
な
り
出
来
事
が
他
の
史
料
で
裏
付
け
ら
れ
る
か
確
認
す
る
と
い

う
方
法
で
、
方
平
の
安
石
観
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（一

j
「
張
方
平
が
知
貢
挙
で
あ
っ
た
と
き
、
王
安
石
を
考
校
官
に
推
薦
す
る
も

の
が
あ
っ
た
。
従
っ
た
と
こ
ろ
、
安
石
は
貢
院
の
事
柄
を
皆
な
急
に
変
更
し
よ

う
と
し
た
の
で
、
方
平
は
之
れ
を
悪
み
罷
め
さ
せ
、
以
降
交
流
を
絶
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



同
様
な
話
は
、
『
宋
史
』
三
一
八
脇
方
平
伝
、
『
古
今
紀
要
』
な
ど
に
み
え
、
編

年
録
を
含
め
恐
ら
く
「
東
都
忽
略
』
七
四
の
記
事
の
祖
述
で
あ
る
。
宋
史
は
こ

れ
を
皇
祐
の
貢
挙
と
す
る
が
、
「
宋
会
要
』
選
挙
一
貢
挙
の
慶
暦
六
年
六
（
正

の
誤
り
）
月
十
四
日
に
は
、
翰
林
学
士
孫
拝
を
関
知
貢
挙
、
御
史
中
尊
母
方
平

ほ
か
国
名
を
権
同
知
貢
挙
と
す
る
と
あ
り
、
同
じ
く
選
挙
一
九
試
官
慶
暦
六
年

正
月
十
四
日
の
条
で
は
、
点
検
試
巻
官
の
中
に
王
安
石
の
名
前
が
あ
る
か
ら
、

慶
暦
六
年
の
貢
挙
で
あ
る
。
安
石
は
、
初
め
て
の
外
任
で
あ
る
元
亨
准
南
判
官

の
任
を
終
え
、
開
封
に
滞
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
逸
話
自
体
は
、
変
革

者
王
安
石
の
イ
メ
ー
ジ
と
後
年
の
方
平
と
安
石
の
不
和
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
観

が
あ
り
、
方
響
と
同
時
代
の
史
料
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
な
い
。
（
二
）
「
初
め
、

神
宗
は
（
御
史
中
丞
）
司
馬
光
を
翰
林
院
に
復
帰
さ
せ
る
意
向
で
論
議
に
か
け

た
。
曽
公
亮
は
、
後
任
の
御
史
中
丞
に
安
石
を
登
用
せ
ん
こ
と
を
請
う
た
が
、

方
平
が
反
対
し
た
の
で
縢
甫
が
光
に
代
わ
り
中
砂
と
な
っ
た
。
安
石
は
こ
の
こ

と
で
方
平
を
憎
ん
だ
。
」
治
平
四
年
九
月
、
下
平
が
参
知
政
事
に
就
い
た
と
き

の
人
事
問
題
で
あ
る
。
喜
平
の
任
用
に
、
御
史
中
主
で
あ
っ
た
司
馬
光
は
執
拗

に
反
対
し
た
。
諸
宗
は
已
む
無
く
、
光
の
口
を
封
ず
る
た
め
翰
林
院
に
復
帰
を

命
じ
、
そ
の
後
任
人
事
を
め
ぐ
っ
て
方
士
が
安
石
を
阻
止
し
た
話
で
あ
る
。
こ

れ
は
本
伝
、
蘇
転
執
筆
の
墓
誌
銘
に
も
記
さ
れ
る
が
、
行
状
に
書
か
れ
て
い
る

点
を
特
に
重
視
し
た
い
。
方
平
の
行
状
は
、
娘
婿
の
惑
乱
の
手
に
な
り
、
記
さ

れ
て
い
る
事
柄
の
年
時
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
欠
点
は
あ
る
が
、
非
常
に

長
文
で
詳
細
な
伝
で
あ
る
。
長
編
一
七
五
仁
断
章
祐
五
年
七
月
号
丑
の
詔
に

「
臣
僚
の
行
状
、
本
家
の
自
撰
及
び
人
の
為
に
撰
す
る
者
、
並
に
須
く
実
を
撫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

い
虚
美
を
得
ざ
る
べ
し
。
如
し
検
早
し
て
実
を
失
す
る
者
は
其
の
罪
に
坐
す
。

侍
御
史
呉
市
の
請
に
従
う
な
り
。
」
と
あ
り
、
厳
し
く
虚
偽
の
記
載
を
禁
じ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
行
状
が
実
録
や
国
史
の
伝
の
基
礎
史
料
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
準
公
文
書
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
王
汎
革
は
行
状

の
末
尾
に
「
右
、
謹
み
て
閥
閲
重
信
を
具
し
、
太
常
亀
卜
に
上
り
謹
を
議
せ
ん

こ
と
を
請
い
、
及
び
罪
報
に
上
り
以
っ
て
編
録
に
備
え
ん
こ
と
を
」
と
そ
の
目

的
を
記
し
て
い
る
。
党
争
全
盛
の
時
期
、
記
録
に
党
派
性
の
免
れ
な
い
元
祐
年

間
の
執
筆
で
あ
る
が
、
行
状
を
特
に
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
理
由
に
因
る
。

方
平
と
安
石
の
確
執
は
、
こ
の
時
点
で
本
格
化
し
た
と
考
え
た
い
。
（
三
）

「（

｡
平
四
年
）
十
月
己
酉
、
報
知
政
事
張
方
平
は
父
の
憂
を
以
っ
て
位
を
去
っ

た
。
（
中
略
）
中
書
が
豊
平
の
闘
を
補
わ
な
か
っ
た
理
由
は
、
方
平
の
復
帰
に

備
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
服
喪
が
終
わ
っ
て
戻
っ
た
雪
平
は
、
観
文
殿

学
士
を
以
っ
て
留
守
西
京
、
野
並
州
、
つ
い
で
南
京
に
量
っ
た
。
神
宗
は
、
方

平
に
宣
下
使
を
与
え
都
に
留
め
よ
う
と
し
た
が
、
安
石
は
、
方
平
が
御
史
中
丞

の
と
き
賞
堅
氷
に
阿
附
し
た
こ
と
を
も
っ
て
反
対
し
た
の
で
、
遂
に
宣
徽
鼻
茸

使
を
拝
し
て
知
青
州
、
中
太
乙
宮
殿
、
ま
た
宣
唐
紅
野
比
で
玉
筆
天
府
と
な
っ

た
。
」
編
年
録
は
、
こ
の
記
事
の
前
、
（
二
）
の
部
分
で
、
服
喪
後
の
方
平
が
参

知
政
事
に
復
帰
で
き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
御
史
中
耳
呂
公
著
の
「
方
平
貧

邪
」
の
弾
劾
と
安
石
が
憎
ん
で
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
要
す
る
に
煕
寧
年

間
、
服
喪
が
終
わ
っ
た
方
平
が
中
央
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
安

石
の
妨
害
に
因
る
と
し
、
そ
れ
を
（
二
）
で
述
べ
た
方
平
の
措
置
に
対
す
る
安

石
の
報
復
人
事
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
照
政
事
復
帰
が
な
ら
な
か
っ



た
こ
と
に
つ
い
て
、
較
の
墓
誌
銘
で
は
「
安
石
悦
ば
ざ
る
を
以
っ
て
」
方
平
が

避
け
た
と
あ
り
、
復
帰
を
阻
止
す
る
直
接
の
言
動
は
な
い
が
、
方
平
の
辞
退
の

背
後
に
安
石
の
意
向
を
見
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
直
黒
を
宣
学
院
使
に
除
し

京
師
に
留
め
た
い
神
宗
と
そ
れ
に
反
対
す
る
安
石
の
や
り
と
り
は
、
「
軍
資
治

通
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
六
三
煕
寧
三
年
正
月
戊
午
の
条
に
残
さ
れ
て
い
る
。
李

燕
は
、
長
編
二
五
九
煕
寧
八
年
正
月
、
詔
し
て
張
方
平
を
宣
徽
院
に
帰
す
の
条

に
詳
細
な
注
を
付
け
て
神
宗
と
安
石
の
や
り
と
り
の
時
期
を
考
証
す
る
。
方
平

の
新
旧
伝
は
こ
れ
を
知
陳
州
か
ら
南
京
に
徒
る
途
中
、
神
宗
に
拝
謁
し
た
と
き

の
こ
と
と
す
る
が
、
こ
れ
は
煕
寧
七
年
十
月
で
あ
り
、
こ
の
年
の
四
月
に
安
石

は
宰
相
を
罷
め
て
い
る
か
ら
本
伝
は
誤
っ
て
い
る
と
し
て
三
年
正
月
に
繋
平
し

　
　
　
　
（
1
6
）

た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
が
正
し
く
、
方
平
の
参
知
政
事
復
帰
が
な
ら
な
か

っ
た
た
め
、
神
宗
は
宣
徽
鮎
鮨
に
除
し
て
京
師
に
置
こ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も

安
石
に
阻
止
さ
れ
た
と
い
う
経
過
な
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
方
平
が
宣
徽
院
使

を
拝
し
た
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
安
石
の
宰
相
退
任
後
の
煕
寧
八
年
正
月
の

こ
と
と
な
る
。
（
四
）
「
王
安
石
は
尤
も
方
平
を
忌
ん
で
い
た
。
神
宗
は
方
柱
を

枢
密
使
に
任
命
し
よ
う
と
欲
し
、
既
に
批
が
出
さ
れ
、
安
石
は
将
に
文
書
を
行

下
し
よ
う
と
し
た
が
呂
恵
卿
が
こ
れ
を
留
め
た
。
国
憲
は
安
石
に
、
仁
道
が
中

央
に
入
れ
ば
必
ず
我
が
派
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
、
と
述
べ
、
翌
日
、
再
び
反

対
を
進
呈
し
た
の
で
、
こ
の
人
事
は
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。
」
長
編
二
六
三
煕

寧
八
年
閨
四
月
癸
卯
に
関
連
の
記
述
が
あ
り
、
長
編
は
司
馬
光
『
冷
水
記
聞
』

一
五
所
載
、
同
年
五
月
の
紀
年
を
も
つ
記
事
に
基
づ
く
。
方
丘
は
、
煕
寧
八
年

四
月
、
宣
徽
北
院
使
を
帯
し
て
中
太
一
宮
使
と
な
っ
た
が
、
外
任
を
願
い
閨
四

　
　
　
　
　
張
方
平
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論

月
に
判
永
興
軍
の
命
が
出
た
。
し
か
し
病
を
理
由
に
辞
し
た
の
で
宮
使
に
復
し
、

神
宗
は
閏
四
月
四
日
に
陳
升
之
が
罷
め
欠
け
て
い
た
枢
密
使
の
職
に
充
て
よ
う

と
し
た
と
き
の
顛
末
で
あ
る
。
こ
の
後
、
方
平
は
十
月
に
潮
時
南
岳
全
判
応
天

府
と
し
て
南
京
に
赴
く
。
三
焦
八
年
は
、
二
月
に
安
石
が
宰
相
に
復
帰
し
て
い

る
か
ら
、
こ
こ
で
も
中
央
に
業
平
を
置
き
た
い
七
宗
の
希
望
は
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
と
こ
と
に
な
る
。

　
編
年
録
に
は
載
せ
な
い
が
、
方
平
の
安
石
観
を
伺
う
に
見
逃
せ
な
い
記
事
が

長
編
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
巻
二
二
六
煕
寧
四
年
八
月

戊
寅
、
方
平
が
判
南
京
留
司
御
史
台
に
任
ぜ
ら
れ
た
条
の
割
注
に
あ
る
司
馬
光

『
日
記
』
の
一
文
で
あ
る
。

　
　
司
馬
光
日
記
に
云
う
「
九
月
初
四
日
、
張
下
文
、
判
南
京
留
当
た
り
。
安

　
　
道
素
よ
り
介
甫
と
善
か
ら
ず
。
上
初
め
て
即
位
す
る
や
、
人
の
介
甫
の
賢

　
　
を
薦
む
る
者
甚
だ
衆
し
。
上
、
安
道
に
訪
う
。
黒
道
曰
く
、
是
人
、
虚
名

　
　
有
り
て
実
用
無
し
。
晋
の
王
夷
甫
た
り
。
若
し
果
し
て
傾
れ
を
用
い
れ
ば
、

　
　
恐
ら
く
天
下
の
風
俗
を
敗
ら
ん
、
と
。
介
甫
聞
き
て
穿
れ
を
込
む
。
故
に

　
　
安
道
、
参
知
政
事
を
以
っ
て
父
の
憂
に
走
り
、
服
除
き
て
旧
位
に
復
さ
ず
、

　
　
出
陳
州
た
り
。
内
自
ら
安
ん
ぜ
ず
、
故
に
疾
を
称
し
て
去
る
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

同
様
の
記
事
が
記
聞
一
六
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
方
平
を
翰
林
学
七
承
旨
と
す

る
の
で
、
そ
の
言
は
神
宗
即
位
の
治
平
四
年
一
月
か
ら
方
平
が
参
知
政
事
に
な

る
九
月
ま
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
、
母
の
服
喪
が
終
わ
っ
た
後
も
江
沼

府
に
居
し
て
い
た
安
石
は
、
三
月
に
知
江
寧
府
の
命
を
受
け
、
九
月
に
は
曽
公

亮
の
推
薦
で
翰
林
学
士
と
な
っ
て
い
る
が
、
上
京
は
翌
年
の
こ
と
に
な
る
。
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



平
は
、
（
二
）
で
述
べ
た
安
石
の
御
史
華
甲
任
命
に
反
対
し
た
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、

安
石
を
王
衛
に
な
ぞ
ら
え
る
意
見
を
神
宗
に
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
愈
々

論
本
文
中
の
姦
人
が
王
術
に
類
比
さ
れ
、
そ
の
姦
人
は
安
石
だ
と
す
る
墓
表
と

の
共
通
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
張
方
平
は
、
モ
安
石
の
新
法
推
進
に
強
く
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
両
者
の

確
執
は
、
安
石
の
新
法
政
策
以
前
に
本
格
化
し
て
い
る
。
そ
れ
も
両
者
の
人
事

を
め
ぐ
っ
て
で
あ
り
、
安
石
が
実
権
を
握
っ
た
煕
寧
年
間
は
、
方
平
が
攻
撃
を

受
け
る
立
場
に
な
っ
た
。
政
策
論
争
に
先
行
す
る
こ
じ
れ
き
っ
た
人
間
関
係
、

こ
う
し
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
墓
表
の
憎
悪
と
も
思
わ
れ
る
激
し
い
安
石
批
判

は
、
十
分
書
か
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

五
　
結
び
に
代
え
て

　
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
墓
表
と
謝
書
を
取
り
巻
く
状
況
証
拠
は
、
偽
作
説

否
定
の
方
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
す
れ
ば
、
定
説
化
し
た
感
の

あ
る
王
室
論
偽
作
説
に
も
再
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
因
に
長
寿
…
は
、
長
編
二

〇
八
治
平
三
年
六
月
壬
辰
の
条
で
墓
表
の
一
部
と
弁
姦
論
を
本
文
の
記
事
と
し

て
引
用
し
て
い
る
。
慎
重
な
考
証
に
基
づ
き
長
編
を
編
纂
し
た
李
寿
…
に
、
偽
作

の
認
識
は
無
か
っ
た
証
左
で
あ
る
。

　
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
尽
き
て
い
る
の
で
、
残
さ
れ
た
問
題
を
一
つ
挙
げ
て
お

き
た
い
。
賦
の
謝
書
は
、
方
縦
が
墓
表
中
に
弁
髪
一
篇
を
収
載
し
て
く
れ
た
こ

と
を
特
筆
し
て
い
る
。
弁
姦
が
始
め
て
作
ら
れ
た
と
き
、
我
々
兄
弟
は
極
端
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

と
思
っ
た
が
、
公
（
呼
野
）
独
り
、
自
分
の
考
え
と
同
じ
だ
と
し
て
「
固
よ
り

己
に
遜
れ
を
先
朝
に
論
じ
、
之
れ
を
史
冊
に
載
」
せ
た
の
で
、
今
は
知
ら
れ
な

く
と
も
後
世
決
し
て
没
．
す
る
こ
と
は
な
い
。
が
、
公
の
紹
介
に
よ
っ
て
人
々
は

父
に
こ
の
文
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
云
々
と
記
す
。
そ
の

「
先
回
に
論
じ
、
史
冊
に
載
せ
た
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
実
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
か
。
方
平
が
翰
林
学
士
承
旨
の
立
場
で
英
宗
朝
の
史
官
の
記
録
に
留
め
た
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
当
時
の
士
大
夫
が
史
書
に
事
跡
を
残
す

こ
と
へ
の
強
い
希
求
を
、
兄
弟
も
共
有
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
『
英
宗
実
録
』
三
〇
巻
は
、
煕
寧
元
年
正
月
二
十
四
日
（
一
説
に
二
月
丁
酉
）

に
編
集
が
始
ま
り
、
二
年
七
月
己
丑
に
ト
呈
さ
れ
て
い
る
（
「
玉
海
』
四
八
）
。

一
方
、
正
史
は
、
煕
寧
十
年
五
月
戊
午
に
『
仁
宗
・
孟
宗
両
朝
正
史
』
と
し
て

編
纂
が
開
始
さ
れ
、
七
月
辛
未
に
は
二
帝
紀
の
草
稿
二
冊
が
進
呈
さ
れ
、
そ
の

後
、
五
年
の
歳
月
を
か
け
元
豊
五
年
六
月
甲
寅
に
一
二
〇
巻
が
完
成
し
て
い
る

（
玉
海
、
長
編
二
八
二
、
同
三
二
七
）
。
内
訳
は
、
紀
五
巻
、
志
四
五
巻
、
伝
七

〇
巻
で
あ
り
、
特
に
伝
の
部
分
は
実
録
に
比
べ
事
跡
が
頗
る
多
く
な
っ
た
と
江

海
は
注
す
る
。
前
節
ま
で
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
墓
表
の
依
頼
、
執
筆
は
、
両
朝

正
史
編
纂
の
開
始
後
程
な
く
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
文
淵
閣
本

『
嘉
祐
集
』
附
録
二
巻
の
中
に
は
、
蘇
洵
の
為
の
墓
誌
、
哀
詞
、
祭
文
、
挽
詞

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
書
い
た
十
六
名
の
う
ち
、
曽
輩
は
英
宗
実
録

検
討
官
、
韓
埼
、
曽
公
亮
両
者
は
実
録
上
呈
な
い
し
提
挙
官
な
の
で
措
い
て
、

蒲
宗
孟
が
両
朝
国
史
修
史
官
、
王
珪
が
両
朝
正
史
監
修
国
史
、
豆
類
が
両
朝
正



史
修
史
秘
書
丞
と
英
宗
期
を
対
象
と
す
る
修
史
に
係
わ
る
名
前
が
何
人
か
見
え

る
。
父
の
伝
記
に
関
す
る
記
録
を
整
備
し
よ
う
と
い
う
戟
・
轍
の
意
図
の
中
に
、

兄
弟
の
関
係
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
正
史
編
纂
は
何
の
影
響
も
与
え
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
書
き
残
さ
れ
た
史
料
を
素
材
に
す
る
文
献
史
学
は
、
い
わ
ば
研
究
の
初
歩
的

常
識
と
し
て
、
そ
の
文
献
が
ど
の
よ
う
な
意
図
と
目
的
に
基
づ
い
て
書
か
れ
、

ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
我
々
の
前
に
あ
る
の
か
、
史
料
の
性
格
認
定
を
必
須

と
す
る
。
蘇
洵
の
墓
表
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
あ
れ
こ
れ
憶
測
を
試
み
た
小
論
は
、

結
局
そ
れ
が
な
か
な
か
困
難
な
作
業
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
だ
け
で
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

注

（
1
）
　
近
藤
一
成
「
東
岐
応
挙
考
」
　
史
観
一
二
五
　
一
九
九
一

（
2
）
　
宮
崎
市
定
「
弁
劇
論
の
姦
を
弁
ず
」
劉
子
健
博
士
頒
壽
紀
念
宋
史
研
究
論
集
　
同
刊

　
行
会
商
　
同
朋
舎
出
版
一
九
八
九
所
載

（
3
）
　
宮
崎
前
掲
論
文
三
一
七
頁
以
下

（
4
）
　
羽
目
の
見
解
は
、
穆
堂
初
稿
四
五
重
弁
姦
論
後
に
見
え
、
王
荊
公
年
譜
考
略
に
そ
の

　
節
録
が
あ
る
。

（
5
）
　
郡
広
銘
　
王
立
石
　
人
民
出
版
社
一
九
七
五
　
二
一
五
頁
。
一
九
七
九
年
の
修
訂
版

　
　
も
同
じ
。

（
6
）
　
安
石
が
宰
相
の
職
に
就
い
た
冠
羽
三
年
十
二
月
丁
卯
と
同
八
年
二
月
浸
剤
の
命
玉
の

　
　
制
は
、
宋
大
詔
至
聖
五
六
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
「
生
民
以
来
数
人
而
巳
」
の
句
は

　
　
見
え
な
い
。
或
は
参
知
政
事
の
と
き
の
誤
り
か
と
思
う
が
、
こ
の
と
き
は
知
制
諾
李
大

　
臨
の
草
制
で
、
褒
異
連
借
の
辞
が
無
い
こ
と
に
安
石
が
怒
っ
た
と
い
う
逸
話
が
伝
わ
る

　
　
程
な
の
で
恐
ら
く
可
能
性
は
薄
い
。
暫
く
後
考
を
待
つ
。

　
　
　
　
　
　
張
方
平
「
文
安
先
生
墓
表
」
と
弁
姦
論

（
7
）
　
こ
れ
は
特
に
察
上
翔
に
強
い
。
李
紘
は
前
掲
書
に
お
い
て
「
老
泉
以
治
平
三
年
卒
、

　
　
四
年
葬
。
張
文
定
又
同
時
在
京
師
。
欲
為
墓
表
宜
即
在
葬
時
。
今
墓
表
不
著
作
表
年
月
、

　
　
固
已
非
体
。
而
表
中
及
荊
公
命
相
則
神
宗
之
臥
　
。
何
其
遅
耶
。
瀧
岡
肝
表
之
遅
、
蓋

　
　
云
有
待
。
此
表
量
亦
有
待
、
何
不
言
其
所
以
遅
也
。
」
と
述
べ
、
欧
陽
修
の
瀧
岡
三
表

　
　
を
引
き
合
い
に
出
し
て
葬
時
で
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
言
う
が
、
洵
に
は
否
定
的
で

　
　
あ
る
。
な
お
、
こ
の
部
分
は
考
略
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

（
8
）
　
竺
沙
雅
章
宋
版
東
披
集
「
解
題
」
　
汲
古
書
院
　
一
九
九
一

（
9
）
　
二
三
の
張
文
定
公
墓
誌
銘
（
後
集
一
七
）
は
、
中
太
＝
呂
使
か
ら
宣
徽
南
院
使
検
校

　
　
太
爪
判
応
天
府
に
遷
っ
た
と
記
す
。
と
す
れ
ば
検
校
太
傅
の
加
官
は
煕
寧
八
年
十
月
モ

　
　
辰
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
墓
誌
の
記
述
に
は
、
幾
つ
か
の
間
題
が
あ
り
（
長
編

　
　
同
年
条
の
割
注
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
）
、
ま
た
方
平
が
最
初
に
宣
徽
北
院
使
を
拝
し
た

　
　
と
き
の
加
官
を
検
校
太
尉
と
す
る
な
ど
全
面
的
に
依
拠
す
る
に
は
た
め
ら
い
が
あ
る
。

　
　
し
か
し
王
輩
撰
張
方
平
行
状
（
後
述
∀
は
、
こ
の
と
き
の
こ
と
を
「
…
次
日
中
二
千
奏

　
　
事
。
上
日
、
張
某
、
朕
再
三
留
而
請
不
巳
。
須
従
之
。
因
議
恩
典
、
或
有
異
言
。
乃
易

　
　
宣
徽
南
院
使
、
加
検
校
太
傅
。
有
謂
公
、
上
殊
懐
然
、
有
不
足
之
色
。
遂
判
応
大
府
。

　
　
受
命
登
対
、
上
日
、
卿
請
已
確
此
命
、
朕
深
不
得
巳
。
玉
色
恰
久
之
、
辞
日
特
薦
方
団

　
　
帯
。
…
」
と
記
す
。
と
す
れ
ば
在
京
慰
留
が
叶
わ
な
か
っ
た
神
里
は
、
巳
む
な
く
宣
徽

　
　
北
院
使
を
南
院
使
に
代
え
、
検
校
太
傅
を
加
官
す
る
こ
と
で
優
恩
を
示
し
た
と
理
解
で

　
　
き
る
。
静
嘉
堂
蔵
影
宋
抄
本
楽
全
先
生
文
集
附
録
行
状
は
、
元
豊
二
年
七
月
の
致
仕
を
、

　
　
「
宣
徽
南
二
重
検
校
太
傅
太
子
少
師
を
以
っ
て
致
仕
す
」
と
す
る
が
、
や
は
り
南
宋
孝

　
宗
朝
団
本
の
抄
本
に
拠
る
と
す
る
文
淵
閣
本
の
行
状
で
は
「
心
旦
徽
南
院
使
検
校
太
保
太

　
　
傅
太
子
少
師
」
と
す
る
。
静
嘉
堂
本
が
正
し
い
よ
う
に
思
う
が
、
呼
称
と
し
て
の
太
保

　
　
が
八
年
十
月
以
降
に
使
わ
れ
た
可
能
性
も
全
く
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
八
年
正
月

　
　
以
前
の
呼
称
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
最
近
、
医
王
朝
刊
土
曜
先
生
文
集
三
十
八

　
巻
が
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
の
一
冊
と
し
て
影
印
さ
れ
た
。
静
嘉
堂
本
、
四
庫
本

　
　
と
の
関
係
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
1
0
）
　
英
宗
は
、
太
常
礼
院
で
の
珍
書
編
纂
が
終
わ
っ
て
没
し
た
洵
を
悼
み
、
特
に
銀
絹
各

　
　
百
両
匹
を
そ
の
家
に
賜
っ
た
。
兄
弟
は
、
そ
れ
を
辞
退
し
て
代
わ
り
に
贈
官
を
願
い
、

一
四
九



　
　
こ
の
官
を
賜
っ
た
。
長
編
二
〇
八
治
平
三
年
六
月
壬
辰
。

（
1
1
）
　
寄
禄
官
と
官
品
の
対
応
は
、
宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説
一
宋
史
職
官
志
を
如
何
に

　
　
読
む
べ
き
か
一
」
　
佐
伯
富
編
　
宋
史
職
官
志
索
引
　
一
九
六
三
　
同
朋
舎
所
載
、
梅

　
　
原
郁
「
中
国
法
制
史
雑
感
一
元
豊
の
官
制
改
革
を
め
ぐ
っ
て
」
　
歴
史
と
社
会
の
な
か

　
　
の
法
　
比
較
法
制
史
研
究
i
思
想
・
制
度
・
社
会
　
二
　
比
較
法
史
学
会
　
一
九
九
三

　
　
を
参
照
。
官
制
改
革
以
前
の
対
応
は
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
宋
史
職
官
志

　
　
九
元
豊
寄
禄
官
の
新
階
に
対
応
す
る
旧
官
を
、
職
官
志
八
に
表
示
さ
れ
る
新
階
の
官
品

　
　
に
当
て
嵌
め
た
。

（
1
2
）
　
仁
井
田
陞
唐
令
拾
遺
喪
葬
令
第
三
卜
二
　
二
〇
及
び
参
考
一
、
二
に
集
成
さ
れ
て
い

　
　
る
。

（
1
3
）
　
例
外
と
し
て
「
若
隠
倫
道
素
、
孝
義
著
聞
、
錐
不
仕
亦
立
硯
」
の
規
定
が
あ
っ
た
が
、

　
　
蘇
洵
に
は
該
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
4
）
　
後
述
の
如
く
、
洵
の
生
前
、
方
平
が
安
石
に
排
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

（
焉
）
　
王
瑞
来
校
補
宋
宰
輔
侑
柵
年
録
校
補
　中
韮
半
量
日
μ
周
　
　
一
九
八
⊥
ハ

（
1
6
）
　
本
伝
と
は
、
新
旧
哲
宗
実
録
に
付
さ
れ
た
伝
で
あ
．
ろ
う
。

（
1
7
）
　
司
馬
光
日
記
と
涼
水
記
聞
の
関
係
に
つ
い
て
は
内
閣
文
庫
蔵
増
広
司
馬
温
公
全
集

　
　
汲
古
書
院
　
】
九
九
三
　
解
題
　
佐
竹
靖
彦
「
増
広
司
馬
温
公
全
集
所
収
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